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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月19日(2013.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨の髄内管内に空洞を切削するための手術器具であって、
　近位端と、複数の可撓性切削アームと、遠位鼻区間とを有するシャフトを備え、
　前記可撓性の切削アームが、形状記憶材料で形成され、前記シャフトおよび前記遠位鼻
区間の有効な外径よりも大きい緩められた有効な外径を画成し、前記可撓性の切削アーム
が、前記シャフトおよび遠位鼻区間の前記有効な外径とほぼ等しいまたはそれより小さい
圧縮された有効な外径まで径方向に圧縮可能である、器具。
【請求項２】
　前記遠位鼻区間が、ドリル先端を備える、請求項1に記載の器具。
【請求項３】
　前記形状記憶材料が、形状記憶合金である、請求項1又は請求項2に記載の器具。
【請求項４】
　前記可撓性の切削アームが、幅、厚さを有し、約5:1から約2:1の範囲の幅対厚さの比を
特徴とする、請求項1から3のいずれか一項に記載の器具。
【請求項５】
　前記可撓性の切削アームが、海綿骨を切削するように構成され、実質的に皮質骨を切削
しないように構成される、請求項1から4のいずれか一項に記載の器具。
【請求項６】
　前記切削アームが前記圧縮された有効な外径から前記緩められた有効な外径へと解放さ
れるときに、前記切削アームによってかけられる拡張力が、約1.0lbfから約8.0lbfの範囲
である、請求項1から5のいずれか一項に記載の器具。
【請求項７】
　それぞれの可撓性切削アームが、螺旋状である、請求項1から6のいずれか一項に記載の
器具。
【請求項８】
　それぞれの可撓性切削アームが、螺旋状であり、前記器具の長手軸から約-60°から約6
0°の角度で回転する、請求項7に記載の器具。
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【請求項９】
　前記可撓性の切削アームが、左ねじりの螺旋状である、請求項7又は請求項8に記載の器
具。
【請求項１０】
　前記シャフトが、生体適合性ポリマー、鋼線、および撚線のうちの少なくとも1つを備
える、請求項1に記載の器具。
【請求項１１】
　前記シャフトの遠位端が、複数の可撓性の螺旋状切削アームに結合され、前記複数の可
撓性螺旋状切削アームが、前記シャフトを前記遠位鼻区間に結合させる、請求項1から10
のいずれか一項に記載の器具。
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